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はじめに 

 
これまで私は、市民サービスの更なる向上を目指し、行政改革を市政運営上の重

要課題と位置付け、一貫して進めてまいりました。 

平成７年３月に市民の皆さんの声を最大限尊重して策定した「西尾市行政改革大

綱」の基本理念に基づき、具体的な改革に第１次、２次実行計画を通して、継続的に

取り組んでまいりました。その実績、成果につきましては、一定の評価を頂いているも

のと自負しております。 

しかしながら、改革はまだ途なかばと言わざるを得ません。 

ここ数年、市政を取り巻く環境はめまぐるしく変化し、これまでにない大きな時代の

転換期を迎えております。長期化する景気の低迷からみられる低成長時代への突入

とともに、急激に進む少子高齢化、地球環境問題の顕在化といった社会経済状況の

変化は、あらゆる分野で私たちに既存の価値観・手法の転換を迫っております。また、

国における「三位一体改革」を始めとする構造改革により、自立した地方行政のあり

方が問われております。自己決定と自己責任による「個性豊かな地域社会の形成」と

いった新たな時代の要請に応えなければなりません。 

一方、西尾市の平成22年度までの財政予測では、地震対策など緊急かつ確実に

実施しなければならない事業が山積することから、これまで積み立ててきた基金を取

り崩しても、なお多額な財源不足が見込まれます。西尾市の財政状況は、全国的に

みればまだまだ恵まれているとも言えますが、中長期的な展望に立った責任ある改

革が、今まさに求められております。 

そこで、行政改革第３次実行計画にあたる「西尾市行財政改革推進計画」をここに

策定することといたしました。当面見込まれる財源不足の解消と、持続可能な行財政

システムの確立のために、これからの行政運営の基本方針や考え方を示し、その具

体的な取組みとして、何をなすべきかを、前例や慣習にとらわれない抜本的な改革と

して盛り込みました。その中には、公的なサービスの範囲や、受益と負担の関係など

聖域を設けない改革も含まれており、市民の皆さんのご理解なしでは、到底成し得な

いものであります。 

改革は、実践によってしか実現できないものであり、計画の策定は始まりの一歩に

過ぎません。西尾市の輝かしい次代に向けて、私はそのための努力をいとわない決

意でおります。職員も一丸となって取り組みますので、どうか、市民の皆さんや議会を

始め、関係機関のご理解とご支援をお願いいたします。 

平 成 1 7 年 ３ 月 

行政改革推進本部長 

西尾市長 本田忠彦 
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